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北秋田市「くらしのガイドブック」
　　　　　　　　　を発行します！

　北秋田市では、株式
会社サイネックスと共
同で市の各種手続きや
施設案内に関する行政
情報、地域情報などを
掲載した情報誌「くら
しのガイドブック」を
令和２年７月末頃に発
行し、全世帯に配布予
定です。

広告掲載のお願い
　発行にあたり、株式会社サイネックスの担当者
が、市内事業者へ有料広告掲載のご案内とお願い
に４月からお伺いしています。ご理解とご協力を
お願いします。
【広告掲載についてのお問合せ先】
㈱サイネックス秋田営業所 ☎018-833-6700

新型コロナウイルス対策の融資を発動！
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、市内事業者の皆様に
おいても深刻なダメージを受けていることから、市では既存の中小企
業振興資金制度に別枠の融資制度を設けました。

保証料・利息※を北秋田市が全額負担！
新型コロナ
ウイルス対策
中小企業支援
制度の紹介

対 象 者
・ 市内で１年以上同一事業を営み、市税等
を完納している中小企業信用保険法に定
める中小企業

・ 中小企業信用保険法第２条第５項第４号
または第５号の認定を受けている者
 （セーフティネット４号または５号の認
定者）
限 度 額 500万円

資金使途 運転資金
 （ただし原則として既存債務の返済不可）

貸付期間 10年以内
措置期間 １年以内
保 証 料 ０％（北秋田市で全額負担）
貸付利率 ０％（※措置期間中は北秋田市
 　　　が、1.75%を全額負担）
適　　用 令和２年４月１日申込開始
　　　 令和３年３月31日実行分まで

総合政策課広報係 ☎62‐6608問

商工観光課商工労働係 ☎62‐5360問


